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桜
の
下
で
、笑
顔
咲
く
。

■国際交流協会花見会
4月 4日、陸上自衛隊武器学校の一般開放日に

合わせて同校敷地内において、町国際交流協会に
よる『国際親善花見会』が開催されました。
当日は、肌寒い曇り空にもかかわらず、多くの
人でにぎわいました。会場では、フォークダンス
やインドネシアのダンス、輪投げなどのゲームが
催され、大人も子どもも楽しく遊んでいました。
桜の満開には少し時期が早かったですが、笑顔
は満開の楽しい交流となりました。



問い合わせ　　企画財政課財政係　　　☎888ー1111（223）

こっかくよさん

予算編成の
流れ（予定）

骨格予算の編成
↓

3月議会上程・議決
↓

政策的経費予算の編成
↓

6月議会上程・議決
↓

実質の平成 22年度予算成立

平成22年度は
骨格予算を編成

平成 22 年度の町の予算は、3 月に町長選挙が行われたことから、選挙後
に政策予算を組むため、『骨格予算』を編成し、3 月の定例町議会で可決さ
れました。今月号では、この骨格予算についてお伝えします。

本来予算はその年度のすべての歳入・歳出で編成されるものです。しかし、町長選
挙が行われる場合は、政策的な判断ができにくいため、義務的経費や継続的事業
を中心に計上し、新規事業・投資的経費などの『政策的経費』は計上せずに編成せ
ざるをえなくなります。このような形で作成される予算を『骨格予算』といいます。

骨格予算とは

○	新規事業は原則計上しないこととしていますが、緊急性が高く、町民生活に影
響が出る事業等は、年間の所要見込額を計上します
○	義務的経費（扶助費、人件費、公債費）・複数年に渡る契約を締結している事業・
施設の修繕費ーなど、毎年の行政運営に必要不可欠な経費は、年間の所要見込
額を計上します
○	年度当初（4月～ 7月）に事業を行わなければ、事業の執行に支障をきたす事業は、
年間の所要見込額を計上します

骨格予算編成の基本的な考え方

会　計 平成 22年度予算 前年度比較 前年度比較増減率

一般会計 12,707,000 千円 △ 748,000 千円 △ 5.6％

特別会計 10,110,000 千円 △ 464,000 千円 △ 4.4％
国民健康保険特別会計 4,827,000 千円 235,000 千円 5.1％
公共下水道事業特別会計 1,480,000 千円 △ 797,000 千円 △ 35.0％
老人保健特別会計 15,000 千円 0千円 0.0％
土地区画整理事業特別会計 466,000 千円 △ 237,000 千円 △ 33.7％
農業集落排水事業特別会計 531,000 千円 86,000 千円 19.3％
介護保険特別会計 2,178,000 千円 206,000 千円 10.4％
後期高齢者医療特別会計 613,000 千円 43,000 千円 7.5％

公営企業会計（水道事業会計） 1,110,099 千円 △ 224,600 千円 △ 16.8％

会計別予算額

2



問い合わせ　　企画財政課財政係　　　☎888ー1111（223）

　一般会計予算歳出▼

人件費では委員等報酬の増等により 3.0％の増、物件費では保育所運営費の減や予科練平和記念館整備事業の皆減に
より 4.8％の減、維持補修費では霞クリーンセンター維持管理費の増等により 27.6％の増。扶助費では子ども手当支
給事業の皆増等により 71.4％の大幅増、普通建設事業費では骨格予算としての計上であるため 88.8％の大幅減。諸支
出金では財源調整のための財政調整基金費の増により大幅増となっております。歳出全般については、行財政改革の
推進による徹底した経常経費の節減合理化に努める一方で、町民生活の充実・向上に必要な事業を重点的に予算に盛り
込みました。

予　算

こっかくよさん

　一般会計予算歳入

町税については、法人町民税の法人税割が 42.5％の大幅減、固定資産税が土地評価額下落に伴う課税標準額の引き
下げ等により土地が 2.4％の減となり、町税全体では 5.6％の減となっております。地方交付税では基準財政収入額の
大幅減が見込まれるため、普通交付税が 226.8％の大幅増となり、地方交付税全体では 163.3％の増。繰入金では財
政調整基金繰入金の皆減等により 99.8％の大幅減。町債では、予科練平和記念館建設事業債の皆減等により 32.9％の
減となっております。

▼
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ご存じですか　平日役場に来られない人のためのサービス

問い合わせ　企画財政課行政改革推進係☎888−1111（224）
EーMAIL：kikakuzaiseika-ofc@town.ami.lg.jp

もっとやさしく　あんしんに

町
で
は
、
役
場
を
利
用
さ
れ

る
お
客
さ
ま
の
「
も
っ
と

優
し
く
安
心
に
」「
も
っ
と
便
利

に
効
率
よ
く
」
と
い
っ
た
ご
意
見

を
踏
ま
え
、
5
月
6
日
（
木
）
か

ら
役
場
1
階
窓
口
を
一
新
い
た
し

ま
す
。

町
で
は
、
管
理
職
に
よ
る
窓
口

案
内
係
の
配
置
や
電
話
予
約
に
よ

る
証
明
書
交
付
、
休
日
開
庁
サ
ー

ビ
ス
（
下
記
参
照
）
の
導
入
な
ど
、

こ
れ
ま
で
も
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
高
い
カ
ウ
ン
タ
ー
越

し
の
立
っ
た
ま
ま
で
の
応
対
な

ど
、
高
齢
化
社
会
の
進
行
や
、
高

ま
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
意
識
に
対
す

る
施
設
整
備
は
、
十
分
と
は
言
え

な
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
特
に
お
客
さ
ま
の
ご

利
用
の
多
い
役
場
本
庁
舎
１
階
窓

口
に
つ
い
て
、
大
規
模
な
改
修
工

事
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か

の
課
を
ま
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
、各
種
証
明
書
の
受
取
や
、

住
民
異
動
な
ど
に
伴
う
手
続
き
な

ど
に
つ
い
て
、
従
来
の
縦
割
り
の

❶日曜日午前中に開庁して窓口サービスを実施
毎週日曜日（12 月 29 日から 1月 3 日までの期間お

よび選挙投票日などの特定日を除く）の午前 8時 30
分から午後 0時 30 分まで、役場を開庁して次の事務
を行います（開庁日を広報あみお知らせ版に掲載）。
一部業務の取り扱いですので、詳細はご確認をお願
いします。
■町民課業務　住民票の写し・住基カード・戸籍の証
明書・戸籍の附票・身分証明書・印鑑登録証明書・外国
人登録原票記載事項証明書―以上の発行と交付、
パスポートの受け取り、印鑑の登録と廃止、戸籍の
届書受付、埋火葬許可（北玄関脇の時間外受付所で日
直が受付）▼転入・転出・転居などの住民異動業務は取
り扱いできません▼問い合わせ　役場☎888-1111 ▽
町民課（122）
■税金などの納付受付業務　①町・県民税、固定資産
税、軽自動車税、国民健康保険税②介護保険料③後
期高齢者医療保険料④上下水道料金▼納期限内の納
付書が必要ですので、納付書がないときは、月〜金曜日（役

場開庁日）の午前8時30分〜午後5時30分に、次の担
当課にご相談ください▼問い合わせ　役場☎888-1111
①収納課（146）②社会福祉課（162）③国保年金課（132）
④水道課☎889-5151

❷電話予約による証明書の交付サービス
次の証明書は、電話で交付を予約し、土・日・祝日（役

場閉庁日）に役場日直から受け取ることができます。
■該当する証明書　▼町民課：住民票の写し、印鑑
登録証明書▼税務課：町県民税課税証明書（所得証明
書）、町県民税非課税証明書、固定資産課税台帳記載
事項証明書、所有資産証明書▼収納課：納税証明書（一
般・法人）
■申込日時　月〜金曜日（年末年始や祝日などの役場
閉庁日を除く）の午前 8時 30 分〜午後 5時
■申込方法　電話で申し込む　役場☎888-1111 ①町
民課（122）②税務課（151 〜 154）③収納課（146）
■交付場所　役場 1階北玄関脇の時間外受付所

業
務
方
法
や
、
課
の
配
置
を
大
幅

に
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
可
能
な

限
り
同
じ
場
所
で
、
お
客
さ
ま
の

ご
用
件
を
済
ま
せ
ら
れ
る
総
合
的

な
窓
口
へ
改
変
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
比
較
的
長
時
間

を
要
す
る
登
録
、
届
出
、
相
談
な

ど
も
、
立
っ
た
ま
ま
の
応
対
が
中

心
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
お
客
さ

ま
に
負
担
を
お
か
け
し
て
い
ま
し

た
。そ

の
た
め
、
今
回
の
改
修
に
あ

た
っ
て
は
、テ
ー
ブ
ル
と
い
す（
車

い
す
）
で
構
成
さ
れ
る
「
ロ
ー
カ

ウ
ン
タ
ー
」
を
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の

窓
口
に
設
置
し
、
な
る
べ
く
多
く

の
お
客
さ
ま
が
、
快
適
か
つ
安
心

し
て
利
用
で
き
る
も
の
と
し
ま
し

た
。改

修
後
は
、
比
較
的
短
時
間
で

済
む
証
明
書
交
付
業
務
な
ど
を
除

き
、
ロ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
で
対
応
い

た
し
ま
す
。

ま
た
、
各
ロ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
に

は
、
間
仕
切
り
板
を
設
け
て
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
な
ど
、
お

客
さ
ま
の
安
心
に
も
配
慮
し
て
い

ま
す
。

5月 2日（日）は、窓口改修工事のため、休日開庁を実施いたしません

総
合
窓
口
で

サ
ー
ビ
ス
向
上
を

ロ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
で

も
っ
と
優
し
く
安
心
に
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もっとべんりに　こうりつよく

こ
れ
ま
で
は
、
戸
籍
、
住
民
票
、

印
鑑
な
ど
の
証
明
は
町
民
課
、
課

税
証
明
や
評
価
証
明
は
税
務
課
、

納
税
証
明
は
収
納
課
と
い
う
よ
う

に
、
各
種
の
証
明
窓
口
が
分
散
配

置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

改
修
後
は
、
こ
れ
ら
の
証
明
書

を
一
か
所
で
交
付
で
き
る
窓
口
を

開
設
し
、
お
客
さ
ま
の
利
便
性
向

上
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
証
明
書
の

交
付
な
ど
短
時
間
の
用
務
と
、
登

録
や
届
出
な
ど
比
較
的
長
時
間
を

要
す
る
用
務
を
同
じ
窓
口
で
対
応

し
て
い
た
た
め
、
混
雑
が
起
き
や

す
い
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
来
客
数
が
多
い
業
務

を
対
象
に
番
号
発
券
機
を
設
置

し
、
証
明
窓
口
と
届
出
や
相
談
の

窓
口
を
分
け
、
混
雑
を
解
消
す
る

と
と
も
に
、
番
号
順
に
お
呼
び
す

る
こ
と
で
、
安
心
し
て
お
待
ち
い

た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
各
課
表
示
板
の
下

に
取
り
扱
い
業
務
を
掲
示
し
て
き

ま
し
た
が
、今
回
の
改
修
に
伴
い
、

窓
口
上
部
に
カ
ウ
ン
タ
ー
に
沿
っ

た
帯
状
の
大
型
サ
イ
ン
を
設
け
、

各
窓
口
で
ど
の
業
務
を
扱
う
か
、

よ
り
分
か
り
や
す
く
表
示
し
ま
す

（
上
図
参
照
）。

こ
の
サ
イ
ン
に
は
手
続
き
の
取

り
扱
い
順
を
番
号
表
示
し
ま
す
。

こ
の
表
示
と
番
号
発
券
機
の
連
携

で
、
お
客
さ
ま
が
手
続
き
の
進
行

を
把
握
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
設
備
面
の
整
備

を
行
い
ま
す
が
、
窓
口
利
用
に
あ

た
っ
て
は
戸
惑
う
お
客
さ
ま
も
少

な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
フ
ロ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ

ー
と
呼
ば
れ
る
案
内
係
を
配
置

し
、
番
号
発
券
機
の
取
り
扱
い
や

申
請
書
の
記
入
の
お
手
伝
い
、
窓

口
や
庁
内
の
案
内
な
ど
を
行
い
ま

す
。今

回
の
窓
口
改
修
の
概
要
は
以

上
と
な
り
ま
す
が
、
今
後
も
一
層

の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
利
便
性
向
上

を
目
指
し
、
引
き
続
き
窓
口
改
善

の
検
討
を
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

▲

▲

証
明
窓
口
を
統
合

も
っ
と
便
利
に
効
率
よ
く

今
後
も
窓
口
改
善
に

取
り
組
み
ま
す

窓
口
サ
イ
ン
に

業
務
内
容
を
表
示

フ
ロ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が

お
手
伝
い
し
ま
す

●窓口サインのイメージ　※実際のデザインと異なる場合があります
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子ども手当
が4月から始まりました！

こどもてあて

■趣旨
平成 22年 4月 1日より、子ども手当の支給が始まります。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもと、中学校修
了前までの子どもを養育する親等に支給するものです。
■支給対象となる子ども
満 15歳以後の最初の 3月 31日までの間にある子ども（中学校修了前）。
※児童手当制度は小学校修了前の子どもが対象となっており、受給者の所得制限がありましたが、子ども
手当は中学校修了前まで支給対象が拡大し、受給者の所得制限もありません

■手当の額
支給対象となる子ども一人につき、月額 13,000 円。

■支払時期
6・10・2月に、各月の前月分まで 4か月分ずつ支払われます。
※本年 6月は 4月分と 5月分の 2か月分の支給になりますが、本年 3月まで児童手当を受給されていた人
については、子ども手当とは別に、2月分と 3月分の児童手当が支給されます

■支給を受けるための手続き等
手当の支給を受けるためには、子どもを養育する親等が申請（認定請求）を行う必要があります。平成 22
年 3月 31日時点で町内に住民登録があり、新たに子ども手当の手続きが必要となる子どもと同居されてい
る人には、4月下旬に町からご案内および申請用紙を送付いたします。
※子どもを養育する親等が、平成 22年 3月 31日時点で子どもと別居している場合、町からご案内および
申請用紙が届かない場合がありますので、児童福祉課までお問い合わせください

※子ども手当の受給資格者となる「子どもを養育する親等」は、子どもを監護し、かつ、生計を同一とする
父または母等です。父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する
人となります

※公務員の人は勤務先での手続きとなりますので、勤務先へご確認ください

＜児童手当を受給されていた人＞
本年 3月まで児童手当を受給されていた人は、自動的に子ども手当の支給対象となりますので、児童手当
の支給対象児童について手続きは必要ありません。
ただし、新たに子ども手当の支給対象となる子ども（原則として中学 2・3年生）がいる場合には、4月下
旬に町から送付される「子ども手当額改定認定請求書」を提出してください。

＜児童手当を受給されていなかった人＞
本年 3月まで所得制限等の理由により児童手当を受給されていなかった人で、支給対象となる中学修了前
の子どもがいる場合は、4月下旬に町から送付される「子ども手当認定請求書」を提出してください。受給
資格者が厚生年金等加入者の場合は、事業所名の記載された受給資格者本人の健康被保険者証の写しを添付
してください。

本年 4月分からの子ども手当を受給するためには、平成 22年 9月 30日までの申請が必要となります。
10月 1日以降に申請された場合は、申請日の属する月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

児童福祉課☎888ー1111（167・168）
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こどもてあて

■注意事項
子ども手当を受給された人には、子どものすこやかな育ちを応援するという趣旨に従って、子ども手当を用
いなければならない責務が法律上定められています。万一、子どもの育ちに係る費用である、学校給食費や
保育料などを滞納しながら、手当が子どもの育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐい
ません。子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。

■Q＆A
Ｑ 1
子ども手当が始まったら児童手当はどうなるのですか？
Ａ 1
平成 22年度については、「児童手当は子ども手当の一部として支給される」ということを基本的な考えとし
ています。児童手当分を市区町村が負担し、子ども手当 13,000 円との差額を国が負担する仕組みです。
Ｑ 2
4 月で中学 1年生になる子どもがいます。3月まで児童手当を受給していましたが、手続きの必要はありま
すか？
Ａ 2
自動的に子ども手当の支給対象となりますので、手続きの必要はありません。
Ｑ 3
4 月で小学 2年生と中学 2年生になる子どもがいます。小学 2年生の子どものみ 3月まで児童手当を受給
していましたが、手続きの必要はありますか？
Ａ 3
中学 2年生になる子どもについては、自動的に支給対象となりませんので、手続きの必要があります。4月
下旬に町から送付される「子ども手当額改定認定請求書」を提出していただくことになります。
Ｑ 4
4 月で中学 3年生になる子どもがいます。手続きの必要はありますか？
Ａ 4
手続きの必要があります。4月下旬に町から送付される「子ども手当認定請求書」を提出していただくこと
になります。
Ｑ 5
現在 3歳の子どもがいます。所得制限のため 3月まで児童手当を受給していませんでしたが、手続きの必
要はありますか？
Ａ 5
手続きの必要があります。4月下旬に町から送付される「子ども手当認定請求書」を提出していただくこと
になります。
Ｑ 6
現在父親が児童手当を受給していますが、母親へ子ども手当の受給者を変更することはできますか？
Ａ 6
児童手当の受給資格者は、家計において中心的な役割を果たしている人であり、子どもの生計を維持する程
度が高い人としています。したがって、子どもの生計維持等の状況が変わらない場合には、子ども手当にお
いても受給者を変更することはできません。
Ｑ 7
子ども手当は平成 23年度以降において、支給対象となる子ども一人につき月額 26,000 円の支給になりま
すか？
Ａ 7
平成 23年度以降の子ども手当については、国の予算編成過程であらためて検討し、その結果に基づいて、
子ども手当支給のための法案を通常国会に提出する考えとしているため、現時点では決定しておりません。
Ｑ 8
新たに支給対象となる子どもと受給資格者が別居している場合、どちらに申請すれば良いですか？
Ａ 8
受給資格者となる人がお住まいの市区町村で申請手続きをしてください。



●
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
整
備
事
業

病
弱
な
ど
の
理
由
に
よ
り
緊
急
時
に
機

敏
に
行
動
す
る
こ
と
が
困
難
な
お
お
む

ね
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者

の
住
居
等
に
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
型
無
線
発

信
機
・
緊
急
通
信
装
置
（
左
写
真
）・

火
災
セ
ン
サ
ー
を
設
置
し
、
急
病
・
災

害
な
ど
の
緊
急
時
に
迅
速
・
適
切
な
対

応
を
図
り
、
不
安
の
解
消
と
生
活
の
安

全
を
確
保
し
ま
す
。

▼
所
得
に
応
じ
た
個
人
負
担
が
あ
り
ま
す

●
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
愛
の
定
期
便
事
業

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
で
希
望
す
る
人

に
、
月
8
回
乳
製
品
（
1
回
2
本
）
を

配
達
し
、
孤
独
感
軽
減
と
同
時
に
安
否

の
確
認
を
行
い
ま
す
。

●
福
祉
電
話
貸
与
事
業

電
話
の
設
置
が
困
難
な
一
人
暮
ら
し
の

高
齢
者
等
に
電
話
を
無
償
貸
与
し
、
利

用
料
金
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
シ
ル
バ
ー
カ
ー
補
助
事
業

歩
行
に
支
障
が
あ
る
お
お
む
ね
65
歳
以

上
の
高
齢
者
等
で
、
同
一
世
帯
の
生
計

中
心
者
の
前
年
の
所
得
税
額
が
14
万
円

以
下
の
人
に
、
シ
ル
バ
ー
カ
ー
購
入
費

用
を
補
助
し
ま
す
。

▼
補
助
限
度
額
＝
5
0
0
0
円

▼社会福祉課高齢福祉係☎ 888ー
1111（162・163）
▼健康づくり課（総合保健福祉会
館内）☎ 888ー2940

▼町社会福祉協議会（代表）☎
887ー0084 ▼地域ケアセンタ
ー☎ 887ー9234 ▼地域包括支
援センター☎ 887ー8124

▼福祉センター『まほろば』☎
887ー3969
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おとしよりをしえん

各サービスの問い合わせ

社
会
福
祉
課

住
み
慣
れ
た
ま
ち
で
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に

お
年
寄
り
の
毎
日
を
支
え
ま
す

町
で
利
用
で
き
る
高
齢
者
関
連
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
し
ま
す

▲利用者宅に設置された緊急通
信装置の端末

●
家
族
介
護
用
品
支
給
事
業

介
護
保
険
で
要
介
護
3
以
上
（
常
時
尿

失
禁
に
あ
る
要
介
護
1
お
よ
び
2
の
住

民
税
非
課
税
世
帯
の
人
を
含
む
）
と
認

定
さ
れ
た
在
宅
の
高
齢
者
等
に
、
紙
お

む
つ
・
尿
取
り
パ
ッ
ド
を
希
望
に
よ
り

支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
品
▼
紙
お
む
つ
（
テ
ー
プ
式
ま

た
は
パ
ン
ツ
式
）
＝
年
間
3
6
5
枚
以

内
。
年
4
回
に
分
け
て
所
定
の
枚
数
を

配
布
し
ま
す
▼
尿
取
り
パ
ッ
ド
＝
年
間

7
3
0
枚
以
内
。
年
4
回
に
分
け
て
所

定
の
枚
数
を
配
布
し
ま
す

▼
個
人
負
担
が
あ
り
ま
す

●
日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業

寝
た
き
り
や
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者

に
日
常
生
活
用
具
を
給
付
・
貸
与
し

ま
す
。

▼
給
付
等
の
品
目
＝
電
磁
調
理
器
・

火
災
警
報
器

▼
所
得
に
応
じ
た
個
人
負
担
が
あ
り

ま
す

※
消
防
法
お
よ
び
町
火
災
予
防
条
例
に

よ
り
、
平
成
23
年
5
月
31
日
ま
で
に
す

べ
て
の
住
宅
に
火
災
警
報
器
の
設
置

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
お
お
む
ね

65
歳
以
上
の
、
寝
た
き
り
や
一
人
暮
ら

し
で
、
前
年
所
得
税
が
非
課
税
の
人
の

う
ち
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

人
は
、
申
請
に
よ
り
自
己
負
担
額
な
し

で
火
災
警
報
器
の
給
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す

●
介
護
支
援
用
具
給
付
事
業

要
援
護
高
齢
者
に
食
事
介
助
用
具
等
を

給
付
し
ま
す
。

▼
給
付
品
目
＝
食
事
介
助
用
具
一
式
・

空
気
清
浄
機

▼
所
得
に
応
じ
た
個
人
負
担
が
あ
り

ま
す



●
ミ
ニ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
生
き
が
い
活
動

支
援
通
所
事
業
）

介
護
保
険
認
定
に
該
当
し
な
い
65
歳

以
上
の
高
齢
者
で
、
家
に
閉
じ
こ
も
り

が
ち
な
人
に
、
趣
味
活
動
や
簡
単
な
体

操
、
日
常
動
作
訓
練
、
四
季
折
々
の
行

事
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

▼
サ
ー
ビ
ス
＝
一
人
当
た
り
週
1
回

▼
利
用
料
＝
1
日
2
8
1
円

●
保
健
師
に
よ
る
健
康
相
談

心
身
の
健
康
に
関
し
て
、
家
庭
訪
問
や

電
話
な
ど
で
健
康
相
談
を
行
い
ま
す
。

※
次
ペ
ー
ジ
に
続
く

健
康
づ
く
り
課
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げんきで ながいき おうえんします

●
家
族
介
護
者
ヘ
ル
パ
ー
受
講
支
援
事
業

高
齢
者
介
護
を
現
在
し
て
い
る
ま
た
は

過
去
に
し
て
い
た
家
族
で
、
訪
問
介
護

員
研
修
2
・
3
級
課
程
を
受
講
す
る
人

に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
補
助
限
度
額
＝
3
万
円
（
教
材
費
等

の
実
費
は
個
人
負
担
に
な
り
ま
す
）

●
在
宅
介
護
慰
労
金
支
給
事
業

介
護
保
険
で
要
介
護
3
以
上
と
認
定
さ

れ
た
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
、
基
準
日

現
在
で
所
定
期
間
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
せ
ず
、
在
宅
で
介
護
し
て
い
る

家
族
に
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
要
介
護
3
以
上
と
認
定
さ
れ
た
高
齢

者
を
3
か
月
以
上
の
在
宅
介
護
期
間
を

含
む
4
か
月
以
上
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
せ
ず
に
介
護
を
し
て
い
る
人
▼

支
給
額
＝
3
万
円

▼
要
介
護
4
以
上
と
認
定
さ
れ
た
高
齢

者
を
、
年
間
を
通
し
て
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
せ
ず
在
宅
で
介
護
し
て
い

る
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
▼
支
給

額
＝
10
万
円

●
徘は
い
か
い徊
高
齢
者
家
族
支
援
サ
ー
ビ
ス

事
業

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
、
徘
徊
の
み
ら

れ
る
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族

に
、
無
線
発
信
機
を
貸
与
し
、
徘
徊
・

そ
の
ほ
か
の
緊
急
時
に
迅
速
・
適
切
な

対
応
を
し
ま
す
。

▼
費
用
負
担
＝
利
用
料
・
情
報
料
・
現

場
急
行
料
は
町
が
負
担
し
ま
す

●
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者
等
で

一
般
の
公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
困

難
な
人
を
対
象
に
、
特
定
の
医
療
機

関
等
へ
の
通
院
・
通
所
に
必
要
な
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
（
福
祉
タ
ク

シ
ー
利
用
券
・
自
動
車
税
等
の
減
免

を
受
け
て
い
る
人
は
対
象
外
と
な
り

ま
す
）。

▼
対
象
車
両
＝
利
用
者
が
車
い
す
・
ス

ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
乗
っ
た
ま
ま
移
動
可

能
な
タ
ク
シ
ー

▼
助
成
回
数
＝
片
道
を
1
回
と
し
、
年

間
24
回
を
限
度

▼
助
成
額
＝
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
の
9

割
（
10
円
未
満
の
端
数
切
り
捨
て
）。

1
回
の
上
限
は
4
0
0
0
円

●
生
活
管
理
指
導
短
期
宿
泊
事
業

▼
介
護
保
険
で
自
立
と
認
定
さ
れ
た
一

人
暮
ら
し
の
高
齢
者
等
で
、
日
常
生
活

に
支
障
の
あ
る
人
▼
介
護
保
険
利
用

限
度
超
過
者
で
、
家
族
の
介
護
を
受
け

ら
れ
な
く
な
り
緊
急
に
入
所
が
必
要
な

人

ー
を
対
象
に
、
短
期
宿
泊
（
原
則

7
日
以
内
）
に
よ
る
指
導
・
支
援
を
行

い
ま
す
。

▼
同
一
世
帯
の
住
民
税
課
税
状
況
・
要

介
護
状
態
等
に
よ
り
個
人
負
担
額
が
異

な
り
ま
す

●
高
齢
者
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
事
業

介
護
保
険
で
要
支
援
・
要
介
護
と
認
定

さ
れ
、
前
年
の
所
得
税
が
非
課
税
の
世

帯
に
属
す
る
寝
た
き
り
の
高
齢
者
等

が
、
日
常
生
活
で
直
接
利
用
す
る
住
宅

の
改
造
経
費
を
助
成
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象
＝
住
宅
内
外
の
移
動
お

よ
び
使
用
を
容
易
に
す
る
工
事

▼
補
助
限
度
金
額
＝
45
万
円
（
必
要
経

費
の
4
分
の
3
）

●
生
活
管
理
指
導
員
派
遣
事
業

介
護
保
険
で
自
立
と
認
定
さ
れ
た
高
齢

者
等
に
日
常
生
活
の
支
援
・
援
助
の
た

め
、生
活
管
理
指
導
員
を
派
遣
し
ま
す
。

※
個
人
負
担
額
は
、
所
要
時
間
と
サ
ー
ビ

ス
の
内
容
に
よ
り
異
な
り
ま
す

●
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業

認
知
症
高
齢
者
・
知
的
障
害
者
・
精
神

障
害
者
（
本
人
に
配
偶
者
・
2
親
等
以

内
の
親
族
が
い
な
い
人
）
な
ど
、
判
断

力
の
十
分
で
な
い
人
が
各
種
手
続
き
や

契
約
を
行
う
と
き
に
不
利
に
な
ら
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
、
成
年
後
見
制
度
を

利
用
す
る
際
の
申
立
費
用
等
を
助
成
し

ま
す
。

▼
助
成
額
＝
所
得
等
に
よ
り
異
な
り

ま
す

※
知
的
・
精
神
障
害
者
は
障
害
福
祉
課
地

域
生
活
支
援
係
（
総
合
保
健
福
祉
会
館

内
）
で
受
け
付
け
し
ま
す
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おとしよりをしえん

●
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
、
虚
弱
な
一
人

暮
ら
し
の
高
齢
者
等
で
必
要
な
人
に
、

調
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
お
弁
当

（
昼
食
）
を
配
送
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

り
自
宅
へ
届
け
ま
す
。

▼
利
用
期
日
＝
毎
月
2
回
、
第
2
・
4

水
曜
日
（
7
・
8
月
の
夏
季
を
除
く
）

●
生
活
援
助
型
食
事
サ
ー
ビ
ス

配
偶
者
以
外
の
同
居
の
家
族
が
い
な
い

65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
で
、
高
齢
虚

弱
ま
た
は
心
身
の
障
害
に
よ
り
自
ら
調

理
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
が
、
申
請
に

よ
り
認
定
さ
れ
た
場
合
、
夕
食
を
配
達

し
自
立
生
活
を
支
援
し
ま
す
。

▼
利
用
期
日
＝
毎
週
月
曜
日
〜
金
曜

日
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

▼
利
用
料
＝
1
食
4
0
0
円
（
個
人

負
担
分
）

●
心
配
ご
と
相
談

生
計
・
家
族
・
財
産
等
に
関
す
る
悩
み

事
の
相
談
を
受
け
、
日
常
生
活
の
不
安

解
消
を
図
り
ま
す
。

▼
利
用
日
時
＝
毎
週
水
曜
日
午
後
1

時
〜
3
時
30
分
受
付
終
了
（
祝
日
・
年

末
年
始
を
除
く
）

▼
弁
護
士
相
談
＝
毎
月
第
1
水
曜
日

（
事
前
に
予
約
が
必
要
）

●
ふ
れ
あ
い
電
話

一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
に
電
話
を
か
け

て
、
孤
独
感
の
解
消
・
安
否
確
認
を
行

う
ほ
か
、
相
談
・
助
言
・
情
報
提
供
等

の
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

▼
利
用
期
日
＝
毎
週
火
・
木
曜
日
午
後

1
時
30
分
〜
4
時
（
祝
日
・
年
末
年
始

を
除
く
）

●
在
宅
福
祉
（
有
償
）
サ
ー
ビ
ス
事
業

登
録
会
員
方
式
（
利
用
会
員
・
協
力
会

員
）
に
よ
る
有
料
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
ま
す
。

▼
サ
ー
ビ
ス
内
容
＝
食
事
の
支
度
・
世

話
、
衣
類
の
洗
濯
・
補
修
、
住
居
等
の

掃
除
・
整
と
ん
、
生
活
必
需
品
等
の
買

い
物
、
通
院
・
退
院
・
散
歩
等
外
出
時

の
付
き
添
い
、
介
護
者
外
出
時
の
留
守

番
、
日
常
生
活
上
の
相
談
・
助
言
、
役

場
・
病
院
等
へ
の
連
絡
手
続
き
、
そ
の

ほ
か
軽
易
な
身
の
回
り
の
世
話
を
し

ま
す

▼
利
用
日
時
＝
毎
日
午
前
7
時
〜
午

後
7
時
（
年
末
年
始
を
除
く
）

▼
利
用
料
＝
1
時
間
6
0
0
円

●
車
い
す
貸
出
事
業

在
宅
で
、
病
気
・
け
が
の
あ
る
人
、
障

害
者
お
よ
び
高
齢
者
な
ど
、
歩
行
が
困

難
な
人
に
、一
時
的
（
1
か
月
を
限
度
）

に
車
い
す
を
貸
し
出
し
ま
す
（
旅
行
・

散
歩
な
ど
を
含
む
）。

●
低
床
カ
ー
貸
出
事
業

高
齢
者
・
障
害
者
（
児
）
を
同
乗
さ
せ

て
外
出
（
泊
）
し
よ
う
と
す
る
人
に
、

車
い
す
ご
と
乗
れ
る
軽
車
両
を
2
日
間

限
度
で
貸
し
出
し
ま
す
。

▼
負
担
＝
返
却
時
に
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク

を
満
タ
ン
に
し
て
返
却
し
て
く
だ
さ
い

●
高
齢
者
に
関
す
る
総
合
相
談

介
護
や
福
祉
・
高
齢
者
虐
待
等
の
高
齢

者
に
対
す
る
福
祉
の
総
合
的
な
相
談
・

支
援
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
介
護
予
防

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
や
虚
弱
高
齢
者
等

に
対
す
る
地
域
支
援
事
業
の
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。

▼
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
：
町
社
会

福
祉
協
議
会
☎
8
8
7
ー

8
1
2
4

●
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

援
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
高
齢
者
・

障
害
者
・
難
病
患
者
・
認
知
症
の
高

齢
者
等
に
対
し
ケ
ア
チ
ー
ム
を
結
成

し
、
地
域
で
見
守
り
、
話
し
相
手
と

な
り
要
援
護
者
を
地
域
で
互
い
に
支

え
あ
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
推

進
し
ま
す
。

●
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
（
地
域
福
祉

権
利
擁
護
事
業
）

認
知
症
の
高
齢
者
や
知
的
・
精
神
的

に
障
害
の
あ
る
人
な
ど
、
判
断
能
力

が
不
十
分
で
、
か
つ
親
族
な
ど
の
援

助
が
得
ら
れ
な
い
人
に
対
し
、
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
手
続
き
の
援
助
や

日
常
生
活
の
金
銭
管
理
、
書
類
の
預

か
り
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
い
、
日
常
生

活
を
支
援
し
ま
す
。

▼
利
用
料
＝
▼
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
手
続
き
の
援
助
・
日
常
生
活
の
金

銭
管
理
サ
ー
ビ
ス
（
生
活
支
援
員
派
遣

に
よ
る
援
助
）
：
1
時
間
当
た
り

9
0
0
円
▼
書
類
等
預
か
り
サ
ー
ビ

ス
（
保
管
料
）
：
1
か
月
当
た
り

5
0
0
円　

※
生
活
保
護
受
給
者
は

免
除
に
な
り
ま
す

●
家
庭
介
護
者
交
流
事
業

家
庭
に
お
い
て
高
齢
者
を
介
護
し
て
い

る
人
に
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
お
よ
び
介
護

す
る
者
同
士
の
交
流
や
情
報
交
換
の
機

会
を
提
供
し
ま
す
。

▼
費
用
負
担
＝
実
費
の
1
割
程
度

●
家
族
介
護
教
室

家
庭
で
介
護
さ
れ
て
い
る
ご
家
庭
や

近
く
で
支
援
し
て
い
る
人
、
介
護
に
興

味
を
お
持
ち
の
人
な
ど
を
対
象
に
、
介

護
・
福
祉
に
役
立
つ
知
識
や
技
術
の
教

室
を
開
催
し
ま
す
。

●
健
康
の
増
進
、
教
養
の
向
上
、
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
便
宜
を
総
合
的

に
行
い
ま
す
。
入
浴
も
可
能
で
す
。

町
社
会
福
祉
協
議
会

福
祉
セ
ン
タ
ー

「
ま
ほ
ろ
ば
」
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項
を
記
入
し
、
返
送
し
て
く
だ

さ
い

■
持
参
品

▼
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書
、

年
金
手
帳
、
印
鑑
（
本
人
署
名

の
場
合
は
不
要
）

▼
前
年
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

▼
本
人
の
所
得
が
町
で
わ
か
ら
な

い
場
合
は
、
前
年
所
得
の
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類
（
所
得
証
明
書
・
源
泉

徴
収
票
・
確
定
申
告
書
な
ど
）

■
所
得
枠

1
1
8
万
円
（
本
人
所
得
）
▼

扶
養
親
族
な
ど
が
い
る
場
合
：
扶

養
人
数
×
38
万
円
▼
社
会
保
険
料

控
除
な
ど
が
あ
る
場
合
：
控
除
額

ー
が
そ
れ
ぞ
れ
基
準
額
に
加
算

さ
れ
ま
す
。
所
得
基
準
以
下
の
人

が
対
象
で
す
。

■
申
請
場
所

国
保
年
金
課
ま
た
は
う
ず
ら
出

張
所
で
申
請
す
る
。

※
社
会
保
険
庁
か
ら
継
続
の
は
が

き
が
届
い
て
い
る
人
は
必
要
事

の
写
し

▼
昨
年
ま
た
は
今
年
、
会
社
等
を

退
職
し
学
生
に
な
っ
た
場
合

は
、
前
記
の
ほ
か
に
失
業
し
た

こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関

の
発
行
す
る
証
明
書
（
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
・
被
保
険
者

離
職
票
な
ど
）
の
写
し

■
承
認
さ
れ
る
と

申
請
年
度
の
4
月
か
ら
3
月
ま

で
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま

す
。
猶
予
期
間
は
、
基
礎
年
金
を

受
給
す
る
た
め
の
資
格
期
間
に
含

ま
れ
ま
す
が
、
年
金
の
受
給
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
満
額
の
年

金
を
受
給
す
る
た
め
、
卒
業
し
た

ら
保
険
料
を
追
納
（
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
付
）
し
ま
し
ょ
う
。

学
生
納
付
特
例
期
間
中
の
事
故

や
病
気
で
障
害
が
残
っ
た
場
合
や

死
亡
し
た
場
合
に
は
、
一
定
の
要

件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
5
月
の
休
日
開
庁
日

▼
日
時　

5
月
8
日（
土
）
午
前

9
時
30
分
〜
午
後
4
時

▼
問
い
合
わ
せ　

土
浦
年
金
事
務

所
☎
8
2
4
ー
7
1
2
1

■
『
学
生
納
付
特
例
制
度
』

と
は

こ
の
制
度
は
、
収
入
が
な
い
、

ま
た
は
少
な
い
た
め
に
保
険
料
を

納
付
で
き
な
い
学
生
の
皆
さ
ん
を

対
象
と
し
た
猶
予
制
度
で
す
。

大
学
（
院
）・
短
大
・
高
等
学
校
・

高
等
専
門
学
校
・
専
修
学
校
・
学

校
教
育
法
で
規
定
さ
れ
る
修
業
年

限
が
1
年
以
上
あ
る
各
種
学
校

（
左
記
参
照
）

ー
な
ど
（
定
時

制
課
程
、
通
信
課
程
、
一
部
の
海

外
大
学
の
日
本
分
校
を
含
む
）
に

在
学
す
る
学
生
で
、
本
人
の
所
得

が
一
定
額
（
下
記
参
照
）
以
下
の

人
が
対
象
で
す
。

▼
各
種
学
校
：
修
業
年
限
が
1
年

以
上
の
課
程
に
在
学
し
て
い
る

人
に
限
り
ま
す
（
私
立
の
各
種

学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知

事
の
認
可
を
受
け
た
学
校
に
限

ら
れ
ま
す
）

▼
国
内
に
あ
る
海
外
大
学
の
日
本

分
校
：
テ
ン
プ
ル
大
学
ジ
ャ
パ

ン
の
一
部
の
課
程
・
カ
ー
ネ
ギ

ー
メ
ロ
ン
大
学
日
本
校
・
レ
イ

ク
ラ
ン
ド
大
学
ジ
ャ
パ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
・
専
修
大
学
校
ロ
シ
ア

極
東
大
学
函
館
校
・
天
津
中
医

薬
大
学
中
薬
学
院
日
本
校
・
コ

ロ
ン
ビ
ア
大
学
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー

ズ
カ
レ
ッ
ジ
日
本
校

国保年金課国民年金係☎ 888ー1111（134・135）

20歳になったけど
学生で保険料払う
のはきついよな

学生で収入がない
から、保険料は卒
業してから払えば
いいんだよ
万一の時には障害
基礎年金がもらえ
るの

学生時
代

学生時代保険料を
払わなかったけど、
老齢基礎年金はど
うなるの？

払わなかった保険
料を追納すればそ
の分老齢基礎年金
額は増えるの
追納しなければそ
の期間は年金額に
反映されないよ

社会人

➡

土
浦
年
金
事
務
所
か
ら

更新はお済みですか？

学生納付特例制度学生納付特例制度
国

金民
年

みんなでささえ愛…ねんきん
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こんなときには申請を…

国保の給付
国保税　納めて安心　わが家の健康

＊
低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
人

は
：▼
入
院
▼
在
宅
医
療
で
の『
在

宅
時
医
学
総
合
管
理
』ま
た
は『
在

宅
末
期
医
療
総
合
診
療
料
』
が

レ
セ
プ
ト（
診
療
報
酬
明
細
書
）

に
算
定
さ
れ
て
い
る

ー
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は

医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が

左
ペ
ー
ジ
表
中
の
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
こ
の

適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
『
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
』が
必
要
に
な
り
ま
す
。

該
当
す
る
人
は
国
保
年
金
課
窓

口
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い

＊
高
額
な
治
療
が
長
期
間
必
要
な

と
き
に
は
：
厚
生
労
働
大
臣
が

認
め
る
特
定
疾
病
（
先
天
性
血

液
凝
固
因
子
障
害
の
一
部・人
工

透
析
の
必
要
な
慢
性
じ
ん
不
全・

血
液
凝
固
因
子
製
剤
の
投
与
に

起
因
す
る
H
I
V
感
染
症
）
に

該
当
す
る
場
合
は
一
か
月
の
自

己
負
担
限
度
額
は
1
万
円
（
人

工
透
析
が
必
要
な
慢
性
じ
ん
不

全
は
70
歳
未
満
の
上
位
所
得
者

は
2
万
円
）
ま
で
と
な
り
、
こ

れ
を
超
え
た
分
の
金
額
は
国
保

が
負
担
し
ま
す
。
こ
の
取
り
扱

い
を
受
け
る
に
は
『
特
定
疾
病

療
養
受
療
証
』（
申
請
に
よ
り
交

付
）
の
提
示
が
必
要
で
す

国
保
被
保
険
者
（
加
入
者
）
が

医
療
を
受
け
た
と
き
、
次

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
医
療
機
関

に
支
払
っ
た
医
療
費
の
一
部
が
申

請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
70
歳
未
満
の
人

●
一
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担

額
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
：

同
じ
人
が
同
じ
月
内
に
同
一
の

医
療
機
関
で
、
限
度
額
を
超
え

る
自
己
負
担
額
を
支
払
っ
た
場

合
。
超
え
た
金
額
が
高
額
療
養

費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す

●
同
じ
世
帯
で
自
己
負
担
額
の
合

計
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
：

同
一
世
帯
で
同
じ
月
内
に
2
万

1
千
円
（
町
民
税
非
課
税
世
帯

も
同
額
）
以
上
の
自
己
負
担
額

を
2
回
以
上
支
払
っ
た
場
合
。

そ
れ
ら
を
合
算
し
て
限
度
額
を

超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
ま
す

●
同
じ
世
帯
で
高
額
療
養
費
の
支

給
を
4
回
以
上
受
け
た
と
き
：

一
つ
の
世
帯
で
過
去
12
か
月
以

内
に
4
回
以
上
高
額
療
養
費
の

支
給
を
受
け
た
場
合
。
4
回
目

か
ら
、
支
給
額
が
変
わ
り
ま
す

●
自
己
負
担
額
の
計
算
方
法

▽
月
の
1
日
か
ら
末
日
ま
で
の
1
か

月（
暦
月
）ご
と
の
受
診
で
計
算

▽
病
院
・
診
療
所
ご
と
に
計
算

▽
一
つ
の
病
院
・
診
療
所
で
も
歯

科
は
別
計
算
。
ま
た
、
外
来
・

入
院
も
別
計
算

▽
入
院
時
の
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ

ド
料
な
ど
、
保
険
診
療
の
対
象

と
な
ら
な
い
も
の
は
除
く

●
入
院
の
際
に
は
『
限
度
額
適
用

認
定
証
』
の
交
付
を
申
請
し
て

く
だ
さ
い
：『
限
度
額
適
用
認

定
証
』（
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

人
は
『
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
』）
を
提
示

す
る
こ
と
で
、
入
院
し
た
場
合

の
一
つ
の
医
療
機
関
で
の
1
か

月
の
診
療
分
の
支
払
い
が
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す　

※
交
付

に
あ
た
っ
て
は
国
保
税
に
未
納

が
な
い
こ
と
が
条
件

■
70
〜
74
歳
の
人

外
来
（
個
人
単
位
）
の
限
度
額

を
適
用
後
に
入
院
を
含
む
世
帯
単

位
の
限
度
額
を
適
用
し
、
超
え
た

金
額
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。
入
院
の
場
合
、
医
療

機
関
窓
口
で
の
支
払
い
は
左
ペ
ー

ジ
の
表
『
外
来
＋
入
院
（
世
帯
単

位
）』の
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

●
自
己
負
担
額
の
計
算
方
法

▽
月
の
1
日
か
ら
末
日
ま
で
の
1
か

月（
暦
月
）ご
と
の
受
診
で
計
算

▽
外
来
は
個
人
ご
と
に
集
計
。
入
院

を
含
む
自
己
負
担
限
度
額
は
世

帯
内
で
70
〜
74
歳
の
人
を
合
算

▽
病
院
・
診
療
所
・
歯
科
の
区
別

な
く
合
算

▽
入
院
時
の
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ

ド
料
な
ど
、
保
険
診
療
の
対
象

と
な
ら
な
い
も
の
は
除
く

■
70
歳
未
満
の
人
と
70
〜

74
歳
の
人
が
同
じ
世
帯

に
い
る
場
合

ま
ず
、
70
〜
74
歳
の
人
の
外
来

（
個
人
単
位
）
の
限
度
額
を
適
用
後

に
、
入
院
を
含
む
世
帯
単
位
の
限

度
額
を
適
用
し
、
こ
れ
に
70
歳
未

満
の
合
算
対
象
額
を
合
算
し
、
最

後
に
70
歳
未
満（
世
帯
単
位
）の
限

度
額
を
適
用
し
て
計
算
し
ま
す
。

■
申
請
の
方
法

高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
診
療
月
の
約
3
か
月
後

に
国
保
年
金
課
か
ら
高
額
療
養

費
申
請
通
知
書
（
は
が
き
）
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。

こ
の
通
知
書
・
保
険
証
・
印
鑑
・

病
院
支
払
い
分
の
領
収
書
（
該
当

診
療
月
分
）・
金
融
機
関
の
口
座

番
号
の
分
か
る
書
類
（
口
座
振
込

で
支
払
い
と
な
る
た
め
）
を
持
参

し
て
所
定
の
期
間
内
に
国
保
年

金
課
ま
た
は
う
ず
ら
出
張
所
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国保
お問い合わせは…
国保年金課国保係
☎ 888ー1111（131 ～
133）

高
額
療
養
費

みんなでささえ愛…こくほ



13　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

自
己
負
担
額
（
注
1
）
を
合
計
し
、

年
間
の
自
己
負
担
限
度
額
（
左
記

参
照
）
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の

超
え
た
金
額
を
『
高
額
介
護
合
算

療
養
費
』
お
よ
び
『
高
額
医
療
合

算
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
』

と
し
て
支
給
し
ま
す
。

注
1
：
自
己
負
担
額
は
、
医
療
保

険
で
は
高
額
療
養
費
な
ど
、
介

護
保
険
で
は
高
額
介
護
（
介
護

予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
を
控

除
後
の
額

■
申
請
手
続
き
の
注
意
点

該
当
す
る
人
に
は
12
月
ご
ろ
に

通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。
お
知
ら

せ
が
届
き
ま
し
た
ら
、
国
保
年
金

課
窓
口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
次
に
該
当
す
る
人
に
は
、
支
給

対
象
と
な
る
旨
の
お
知
ら
せ
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

▼
平
成
21
年
8
月
か
ら
平
成
22
年

7
月
末
ま
で
の
間
に
、
▽
市
町

村
を
越
え
て
転
居
さ
れ
た
人
▽

ほ
か
の
医
療
保
険
か
ら
国
民
健

康
保
険
に
移
ら
れ
た
人

る
人（
低
所
得
者
Ⅰ
以
外
の
人
）

▼
低
所
得
者
Ⅰ
：
同
一
世
帯
の
世

帯
主
お
よ
び
国
保
被
保
険
者
が

住
民
税
非
課
税
で
、
そ
の
世
帯

の
各
所
得
が
必
要
経
費
・
控
除

（
年
金
の
所
得
は
控
除
額
を

80
万
円
と
し
て
計
算
）
を
差
し

引
い
た
と
き
に
0
円
と
な
る
世

帯
に
属
す
る
人

一
般
に
、
入
院
す
る
と
1
食
に

つ
き
2
6
0
円
を
『
入
院
時
食
事

療
養
費
』
と
し
て
自
己
負
担
し
ま

す
。
し
か
し
、
住
民
税
非
課
税
世

帯
や
70
〜
74
歳
で
低
所
得
者
Ⅰ
・

Ⅱ
に
該
当
す
る
人
が
入
院
し
た
場

●
70
歳
未
満
の
人
の
所
得
区
分

▼
上
位
所
得
者
：
同
一
世
帯
に
属

す
る
国
保
被
保
険
者
の
国
保
税

の
算
定
基
礎
と
な
る
基
礎
控
除

後
の
所
得
の
合
算
額
（
擬
制
世

帯
主
を
除
く
）
が
6
0
0
万
円

を
超
え
る
世
帯
に
属
す
る
人

▼
一
般
：
上
位
所
得
者
に
該
当
し

な
い
、
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
世
帯
に
属
す
る
人

▼
住
民
税
非
課
税
世
帯
：
住
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
に

属
す
る
人

●
70
〜
74
歳
の
人
の
所
得
区
分

▼
現
役
並
み
所
得
者
：
同
一
世
帯

合
に
は
、
食
事
代
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。
そ
の
場
合
、『
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
』
ま
た
は
『
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
』

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
該
当
す
る

人
は
国
保
年
金
課
窓
口
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
90
日
を
超

え
た
入
院
の
場
合
は
、
さ
ら
に
申

請
が
必
要
に
な
り
ま
す
（
低
所
得

者
Ⅰ
該
当
者
を
除
く
）。

世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
全
員
が
1
年
間
（
毎
年
8

月
〜
翌
年
7
月
末
）
に
お
支
払
い

さ
れ
た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

に
住
民
税
課
税
所
得
が

1
4
5
万
円
以
上
の
70
歳
以
上

の
国
保
被
保
険
者
が
い
る
人
。

た
だ
し
、
世
帯
の
70
歳
以
上
の

国
保
被
保
険
者
の
収
入
合
計
が

2
人
以
上
で
5
2
0
万
円
（
1

人
の
場
合
3
8
3
万
円
）
未
満

の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
『
一

般
』
の
区
分
に
な
り
ま
す　

※

こ
の
ほ
か
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
（
長
寿
医
療
制
度
）
創
設
に

伴
う
経
過
措
置
が
あ
り
ま
す

▼
一
般
：
現
役
並
み
所
得
者
に
該

当
し
な
い
、
住
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
人

▼
低
所
得
者
Ⅱ
：
同
一
世
帯
の
世

帯
主
お
よ
び
国
保
被
保
険
者
が

住
民
税
非
課
税
の
世
帯
に
属
す

70 歳未満（世帯単位）
所得区分 3回目まで 4回目以降※ 1

上位所
得者

150,000 円＋
医療費が 500,000
円を超えた場合は超
えた分の 1％を加算

83,400 円

一般

80,100 円＋
医療費が 267,000
円を超えた場合は超
えた分の 1％を加算

44,400 円

住民税非
課税世帯 35,400 円 24,600 円

70 〜 74 歳
所得区分 外来（個人単位）外来＋入院（世帯単位）

現役並み
所得者 44,400 円

80,100 円＋
医療費が 267,000 円
を超えた場合は超えた
分の1％を加算（4回
目以降：44,400円※1）

一般 12,000 円 44,400 円
低所得者

Ⅱ
　8,000 円

24,600 円

低所得者
Ⅰ 15,000 円

※75歳到達月は国保と後期高齢者医療制度の限
度額がそれぞれ2分の1ずつとなります
※ 1：過去 12 か月以内に 4回以上高額療養費
の支給を受ける場合に、4回目から適用され
る自己負担限度額

▼高額療養費の自己負担限度額（月額）

入
院
時
食
事
療
養
費

高
額
療
養
費
の
所
得
区

分
と
自
己
負
担
限
度
額

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
制
度

▼高額医療・高額介護合算制度の自己
負担限度額（年額／ 8 月〜翌年 7 月）

70 歳未満
上位所得者 126 万円
一般 67 万円
住民税非課税世帯 34 万円

70 〜 74 歳
現役並み所得者 67 万円
一般 56 万円
低所得者Ⅱ 31 万円
低所得者Ⅰ 19 万円
※所得区分は高額療養費と同様

国
保
加
入
者
の
人
間

ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の
申

し
込
み
期
間
は
、
平
成

23
年
2
月
28
日（
月
）ま
で

みんなでささえ愛…こくほ



生垣設置の助成制度生垣設置の助成制度
うるおいある街並みに！

■
生
垣
の
長
さ
な
ど

▼
道
路
に
面
し
て
設
置
さ
れ
る
も
の
で
、

総
延
長
5
m
以
上
で
あ
る
も
の

※
角
地
の
2
辺
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
長
辺
の
生
垣
の
延
長
が
8
m
以
上

か
つ
短
辺
の
延
長
が
5
m
以
上
必
要

みんなでつくる まちのけいかん

広報あみ 5月号　14

■
生
垣
設
置
の
助
成

町
で
は
、
町
景
観
条
例
第
9
条
に
基
づ

き
、
潤
い
あ
る
街
並
み
と
安
全
な
生
活
環

境
を
確
保
す
る
た
め
、
町
が
費
用
の
一
部

を
負
担
し
て
生
垣
の
設
置
を
奨
励
し
て
い

ま
す
。

生
垣
は
、
街
並
み
に
潤
い
を
与
え
る
と

と
も
に
、
風
通
し
を
良
く
し
、
居
住
性
を

高
め
ま
す
。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
生
垣

に
す
る
こ
と
で
倒
壊
を
防
ぎ
、
地
震
被
害

を
予
防
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

■
補
助
の
対
象
区
域

▼
町
全
域

■
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

▼
土
地
の
所
有
者
ま
た
は
生
垣
の
設
置
に

権
限
を
有
す
る
人

■
補
助
対
象
と
な
る
生
垣

▼
新
た
に
生
垣
を
設
置
す
る
場
合

▼
既
存
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
し
て
生

垣
に
す
る
場
合

■
補
助
を
受
け
ら
れ
な
い
生
垣

▼
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有
ま
た

は
管
理
に
属
す
る
土
地
に
設
置
さ
れ
る

も
の

▼
建
築
基
準
法
第
42
条
第
2
項
の
規
定
に

よ
り
道
路
と
み
な
さ
れ
る
敷
地
に
設
置

さ
れ
る
も
の

▼
条
例
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け

て
生
垣
を
設
置
し
た
敷
地
ま
た
は
緑

化
し
た
敷
地
に
、
再
び
設
置
さ
れ
る

も
の

▼
不
動
産
の
販
売
を
目
的
と
し
て
設
置
さ

れ
る
も
の

▼
ほ
か
の
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
補
助

ま
た
は
補
償
を
受
け
た
も
の

■補助額の基準

補助対象となる生垣設置に
要する経費（※）の限度額

新たに生垣を設置する場合
1m当たり
10,000 円

ブロック塀等の撤去を伴う場合
1m当たり
15,000 円

補助率
生垣設置に要する経費の 2分の 1
（ブロック塀等の撤去を伴う場合はその経費も
含む）

補助限度額
175,000 円
（角地の 2辺に設置する場合は 350,000 円）

※生垣設置に要する経費とは、植手間、樹木、垣、支柱等をいいます

道路に面していないので対象外

家屋等 家屋等

生　垣

生　

垣

生　

垣

生　垣

道路幅員：原則として4m以上

5m以上 8m以上

隣
地
境
界
線

5
m
以
上

角地の場合

都市計画課計画係☎888−1111（244）

生
垣
設
置
の
助
成

補
助
の
条
件



■
生
垣
の
高
さ
な
ど

▼
樹
木
の
高
さ
が
お
お
む
ね
1
m
以
上
の

も
の
（
成
長
し
た
と
き
の
高
さ
で
は
な

く
、
植
え
た
と
き
の
高
さ
）

▼
延
長
1
m
に
つ
き
、
2
本
以
上
植
栽
さ

れ
る
も
の

うるおいあるまちなみに

▽
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
し

て
基
礎
（
植
樹
ま
す
等
）
の
上
に
設
置

さ
れ
る
場
合
は
、
基
礎
の
高
さ
が
敷
地

面
か
ら
60　
cm
以
下
の
も
の

※
設
置
か
ら
5
年
間
は
保
全
に

努
め
、
生
垣
と
し
て
活
用
し

て
い
た
だ
き
ま
す

●当制度の詳しい手引きを窓口にご用
意しております

●町ホームページにも掲載しております
▼ http://www.town.ami.ibaraki.
jp/kakuka/toshiseibi-bu/toshi	
keikakuka/toshikeikakuka.htm

●まずはお気軽にご相談ください

■
申
請
方
法

生
垣
を
設
置
す
る
前
に
、
都
市
計
画
課

に
事
前
相
談
の
上
、
生
垣
設
置
奨
励
補
助

金
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
（
ブ
ロ

ッ
ク
塀
等
の
撤
去
を
伴
う
場
合
は
、
ブ
ロ

ッ
ク
塀
等
を
取
り
壊
す
前
に
申
請
が
必
要

と
な
り
ま
す
）。

設
置
後
の
申
請
は
補
助
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

■
申
請
の
流
れ

※採択前と完了報告後には、担当者が生垣設置場所まで現地
調査にうかがいます

事
前
相
談

申
請
書
の
提
出

※
採
択

工
事
着
手

完
了
報
告

※

交
付
額
の
確
定

請
求
書
の
提
出

補
助
金
交
付

▽
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
内
側
に
樹
木
を
設
置
す

る
場
合
は
、
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高
さ

が
敷
地
面
か
ら
60　
cm
以
下
で
あ
る
も
の

おおむね
1m以上

延長1mにつき
2本以上植栽

延長1m以上につき
2本以上植栽

道路

敷地 土留め・土台等

おおむね
1.6m前後

敷地道路

60cm以下

道路 敷地

▼生垣設置の例

15　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

申
請
手
続
き

➡



土採取…認可が必要

環境課☎ 888ー1111（141～ 143）

条例が制定されました

町土採取事業の規制に関する条例
4 月 1 日から

土を採取する際は、町の認可が必要になりました

町
土
採
取
事
業
の
規
制
に
関
す

る
条
例
は
、
町
環
境
基
本
条

例
に
基
づ
き
、
土
採
取
事
業
に
つ
い

て
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
土
採
取
に
伴
う
災
害
を
防
止
す

る
と
と
も
に
、
土
採
取
場
の
跡
地
の

適
正
な
整
備
を
図
り
、
住
民
の
安
全

の
保
持
お
よ
び
環
境
の
保
全
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

●
認
可
制

土
を
採
取
す
る
土
地
の
面
積
が

5
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
ま
た

は
採
取
す
る
土
の
量
が
5
0
0
立

方
メ
ー
ト
ル
以
上
が
認
可
の
対
象

に
な
り
ま
す
。

●
土
採
取
事
業
者
の
責
務

▼
採
取
場
の
周
辺
関
係
者
（
採
取

場
境
界
線
か
ら
1
0
0
メ
ー
ト

ル
以
内
の
土
地
所
有
者
お
よ
び

居
住
者
、
採
取
場
を
管
轄
す
る

行
政
区
の
住
民
）
に
対
し
て
、

当
該
土
採
取
事
業
に
つ
い
て
の

説
明
会
の
開
催
を
義
務
付
け
し

て
い
ま
す

▼
採
取
場
の
土
地
の
所
有
者
、
利

害
関
係
を
有
す
る
者
お
よ
び
周

辺
関
係
者
（
採
取
場
境
界
線
か

ら
1
0
0
メ
ー
ト
ル
以
内
の
土

地
所
有
者
お
よ
び
居
住
者
）、
行

政
区
の
区
長
の
同
意
書
が
必
要

に
な
り
ま
す

●
土
地
所
有
者
の
責
務

▼
土
採
取
場
の
土
地
所
有
者
お
よ

び
管
理
者
ま
た
は
占
有
者
は
、

土
採
取
事
業
者
と
共
同
の
責
任

を
負
い
、
土
採
取
事
業
者
が
講

じ
る
措
置
に
協
力
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す

▼
土
地
所
有
者
が
土
採
取
事
業
者

の
発
注
者
あ
る
い
は
、
自
ら
土

採
取
を
行
う
場
合
に
は
罰
則
規

定
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す

●
罰
則
規
定

土
採
取
事
業
者
が
認
可
を
受
け

ず
に
事
業
を
行
っ
た
場
合
や
不
正

な
手
段
に
よ
り
認
可
ま
た
は
変
更

認
可
を
受
け
た
と
き
、
も
し
く
は

停
止
命
令
、
緊
急
措
置
命
令
に
違

反
し
た
と
き
な
ど
罰
則
規
定
を
設

け
て
い
ま
す
。

■
町
土
砂
等
に
よ
る
土
地

の
埋
立
て
、
盛
土
お
よ

び
た
い
積
の
規
制
に
関

す
る
条
例

土
砂
等
の
埋
立
て
、
盛
土
お
よ

び
た
い
積
を
す
る
場
合
は
、『
町

土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
、

盛
土
お
よ
び
た
い
積
の
規
制
に
関

す
る
条
例
』（
平
成
17
年
12
月
27
日

生ごみ処理容器等購入費補助金制度
■生ごみ処理容器の購入費の一部を補助します
町では、家庭から排出される生ごみの自家処理推進のため、生ごみ処理容
器等購入者に補助金を交付しています。ごみを減らし、生活の無駄をなくし
て、地球に優しい暮らしを大切にするためにも、ぜひご利用ください。
▼対象容器

生ごみ処理容器 生ごみを発酵分解して、容量を減少化および堆肥（たいひ）化させる容器
電気式生ごみ処
理機

機械的な処理で生ごみを発酵または乾燥させて容量を減少・
堆肥化させる機器

※生ごみを粉砕し下水道へ流すディスポーザータイプは対象外
▼対象　町内在住の人で、生ごみ処理容器等で生ごみを堆肥化したものを自
家処理できる人
▼補助金額

補助率 限度額 １世帯制限
生ごみ処理容器 2/3 3,000 円 2基
電気式生ごみ処理容器 1/3 20,000 円 1基
▼必要なもの　❶町生ごみ処理容器等購入補助金交付申請書（環境課窓口に
備え付け）❷生ごみ処理容器等を購入した際の領収書（原本）❸口座番号
がわかるもの❹保証書または取り扱い説明書のコピー（電気式生ごみ処理
機の場合）❺印鑑

条
例
26
号
）
に
基
づ
く
許
可
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

かんきょうをたいせつに

許可が必要・盛土
・埋立て

・たい積）
広報あみ 5月号　16



こうつうあんぜん

町民活動推進課☎888ー1111（271・272）

子どもの未来を守るのは、
ドライバーの役目です

～小学生の交通事故防止～

平成21年中	
県内における
小学生の交通
事故死者数

4 人

●運転者は
○見通しの悪い交差点、住宅地、小学校付近等は急な飛び出しに十
分注意し、速度を控え、危険を予測した運転を心掛けましょう

○小学生の近くを通行する際は、速度を落とし間隔を広くとり、不
意の行動に注意しましょう

通学中 訪問 買物 散歩 遊戯 受講 飲食 その他 合計登校 下校

自転車 1 
（1） 1 106 

（1） 31 18 2 1 14 174 
（2）

歩行者 20 36 31 
（1） 12 5 21 

（1） 3 2 9 139 
（2）

○道路を横断する際、いったん止まって右左の安全を必ず確認してください
○明るい服装で、反射材等を身につけてください
○懐中電灯の携行に心掛けてください

17　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

●小学生・保護者の人は
○「飛び出しは絶対にしない」、「右左を確認して横断する」等交通
ルールを守りましょう。保護者の人は繰り返し子どもに教えてく
ださい

○子どもの行動範囲を把握し、危険な場所を教えてあげましょう

平成21年中、小学生の歩行中、自転車乗用中の交通事故死傷者数

●自転車 ●歩行者

●小学生自転車の事故原因

▲安全不確認

●小学生歩行者の事故原因

▲飛び出し

※（　）内は死者数で内数



問い合わせ　商工観光課観光物産係　☎888ー1111（172） 18

桜
の
季
節
は
あ
っ
と
言
う
間
に

過
ぎ
去
り
、
新
緑
が
ま
ぶ
し
い
季

節
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
穏
や
か

な
陽
気
の
今
日
こ
の
ご
ろ
、
皆
さ

ん
は
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う

か
？さ

て
、
5
月
と
言
え
ば
大
型
連

休
も
あ
り
、
行
楽
の
シ
ー
ズ
ン
で

す
よ
ね
。
し
か
し
、「
自
然
に
触

れ
て
気
分
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
た

い
け
ど
、
遠
出
す
る
時
間
が
と

れ
な
い
」
と
い
う
人
も
多
い
の
で

は
？そ

こ
で
、
今
月
号
で
は
、
身
近

な
場
所
で
森
林
浴
や
水
生
植
物
が

楽
し
め
る
、
花
と
緑
い
っ
ぱ
い
の

『
総
合
運
動
公
園
』
と
『
ふ
れ
あ
い

の
森
』に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
総
合
運
動
公
園
（
若
栗
・

吉
原
）

『
総
合
運
動
公
園
』
は
、
陸
上

競
技
場
や
、
野
球
場
4
面
、
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
6
面
、
フ
ッ
ト
サ
ル
コ

ー
ト
2
面
―
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
施

設
が
充
実
し
て
い
ま
す
。

公
園
内
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設

の
み
な
ら
ず
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
や

八
重
桜
な
ど
が
咲
き
誇
る
『
桜
の

森
』
や
、
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
や
滑
り

台
な
ど
の
遊
具
が
整
っ
た
『
冒
険

広
場
』
も
あ
り
、
幅
広
い
年
代
の

人
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

■
水
生
植
物
園
（
吉
原
）

ま
た
、
公
園
の
一
角
に
は
『
水

生
植
物
園
』
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら

の
季
節
、
ア
ヤ
メ
や
シ
ョ
ウ
ブ
、

ス
イ
レ
ン
な
ど
の
水
生
植
物
が
見

ご
ろ
を
迎
え
ま
す
。

園
内
に
は
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
間
近
で
じ
っ
く

あみまちきこう

り
と
植
物
を
観
察
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
ふ
れ
あ
い
の
森
（
若
栗
・

吉
原
）

総
合
運
動
公
園
の
西
側
に
、
平

地
林
を
活い

か
し
た
総
面
積
約
12
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
『
ふ
れ
あ
い
の
森
』

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
森
で
は
、
も
と
も
と
そ
の

土
地
に
生
育
し
て
い
た
、
ク
ヌ
ギ

や
コ
ナ
ラ
、
山
桜
、
コ
ブ
シ
な
ど

の
樹
木
を
見
る
こ
と
で
き
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
町
が
ア
メ
リ
カ
の
ウ

ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
ス
ー
ペ
リ
ア
市

と
姉
妹
都
市
に
な
っ
た
際
に
植
え

ら
れ
た
カ
エ
デ
な
ど
の
記
念
樹

や
、
イ
チ
ジ
ク
や
キ
ウ
イ
、
ヤ
マ

モ
モ
、
グ
ミ
な
ど
の
果
樹
も
楽
し

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
森
の
中
に

は
、
芝
生
広
場
や
東あ

ず
ま
や屋
が
整
備
さ

れ
て
い
る
の
で
、
の
ん
び
り
と
休

憩
を
と
り
な
が
ら
散
策
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
森
の
一
部
に
は
無
料
で

利
用
で
き
る
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
施
設

（
要
予
約
）
も
整
備
さ
れ
て
お
り
、

緑
に
囲
ま
れ
て
食
べ
る
料
理
は
格

別
で
す
。

四
季
折
々
に
表
情
を
変
え
る
、

自
然
豊
か
な
こ
れ
ら
の
場
所
に
、

ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

※
こ
れ
ら
施
設
に
つ
い
て
の
お
問

い
合
わ
せ
は

【
総
合
運
動
公
園
管
理
棟
】

☎
8
8
9
ー

2
7
8
8
ま
で



消費者コーナー消費者コーナー
『町消費生活センターだより』
22年度・第1回

しょうひせいかつセンター

問い合わせ：▼町消費生活センター☎ 888ー1871（ファクシミリ兼用／
月 ～ 金 曜 日 の 午 前 9 時 ～ 午 後 4 時 ）▼ 商 工 観 光 課 ☎ 888ー1111（171）

平成 21年度の消費生活相談状況
平成21年度の相談受付件数は 299件　※平成 20年度（217件）の約 4割増

19　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

太陽光発電（ソーラーシステム）について

〈参考〉平成 21年度の『太陽光発電普及拡大センター資料』等より
☆標準的なシステム設置工事例（総費用）
切妻屋根一面設置３kwで	約 180 万円（税抜）
☆住宅用太陽光発電システム補助制度
太陽電池モジュール出力１kwあたり７万円の補助金。ただし、システム価格などで制約がある。
（３kw設置の場合　7万円× 3kw＝ 21万円）
☆余剰電力の買取制度
住宅用では電力会社が 1kwhを 48円で買取

●相談事例
『光熱費の見直しを提案しています。』と業者が訪ねて来て太陽光発電システムを勧められた。今の光熱費が
まかなえて、余った電気を売ることで設置費用の返済もできる。国の補助金が出るので初期費用もかからない
と言われた。本当か？
●アドバイス
太陽光発電とは、屋根などに太陽電池パネルを設置して太陽光を電気エネルギーにかえて発電することです。
太陽光発電システムは、高額な設置費用が負担となったり、期待通りの発電量や光熱費の節約ができない場合
もあります。
契約をする時は、
❶複数の事業者から見積もりを取って比較検討する
❷	訪問業者の説明をうのみにせず補助金、発電量、売電量などの情報を収集する
❸	訪問販売で契約した場合は、契約書面を受領した日から 8日以内ならばクーリングオフ（無条件解約）が
できる

▼ 2位
パソコン・携帯の不当請求
メールやネットからサイトに
アクセスしたら、高額な利用料
を請求されたなど。

▼ 1位
多重債務
収入が減ってしまい消費者金

融等の返済ができないなど深刻
な相談が増加。

○多重債務の相談が倍増（29件→ 64件）
○ 60歳以上の契約当事者が約 6割増（54人→ 88人）
○契約当事者は女性よりも男性が多かった

▼ 3位
架空請求はがき
身に覚えのない未払い金があ
ると書かれたハガキが届いたな
ど。

●どんな相談が多かったの

●平成 21年度の特徴
（平成 20年度との比較）



しゅうにんあいさつ

町
長
就
任
の
、
ご
あ
い
さ
つ
を

申
し
あ
げ
ま
す
。

私
は
、
多
く
の
皆
様
方
に
お
寄

せ
い
た
だ
い
た
力
強
い
ご
支
持
に

よ
り
、
町
政
を
担
当
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
改
め
て
御
礼
と
感

謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
し
て
、
私
に
対
す
る
期

待
の
大
き
さ
に
、
身
が
引
き
締
ま

る
と
同
時
に
、
責
任
の
重
さ
も
ひ

し
ひ
し
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。

町
政
の
基
本
は
、
皆
様
方
の
良

識
が
町
政
の
常
識
と
な
る
ま
ち
づ

く
り
が
、
第
一
の
基
本
で
あ
る
こ

と
を
念
頭
に
、
四
年
間
お
約
束
し

た
政
策
を
実
行
す
る
た
め
、
誠
心

誠
意
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

改
め
て
、お
約
束
し
た
事
項
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

町
長
就
任
あ
い
さ
つ

天
田　
富
司
男

●

ま
ず
、
六
つ
の
改
革
は
、

一
、
町
長
退
職
金
を
廃
止
す
る

こ
と

二
、
事
業
仕
分
け
を
実
施
し
、

既
存
の
事
業
を
見
直
し
す
る

こ
と

三
、
外
部
評
価
制
度
を
導
入
す

る
こ
と

四
、
町
長
の
多
選
禁
止
条
例
を

議
会
に
提
案
す
る
こ
と

五
、
役
場
組
織
を
活
性
化
す
る

こ
と

六
、
窓
口
時
間
の
延
長
な
ど
住

民
サ
ー
ビ
ス
を
向
上
さ
せ
る

こ
と

で
す
。

●

次
に
、
し
が
ら
み
や
マ
ン
ネ
リ

を
廃
止
す
る
た
め
、
ま
た
、
よ
い

と
こ
ろ
は
引
き
継
い
で
い
く
姿
勢

を
も
っ
て
、町
政
各
般
に
わ
た
り
、

十
八
の
お
約
束
を
し
た
こ
と
は
、

◎
子
育
て
環
境
日
本
一
を
め
ざ
し

て
、
子
育
て
世
代
の
支
援
を
す

る
こ
と

一
、
子
供
の
医
療
費
負
担
を
無

料
に
す
る
こ
と

二
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・
学

童
保
育
を
充
実
す
る
こ
と

三
、
保
育
マ
マ
制
度
を
新
設
す

る
こ
と

◎
い
つ
ま
で
も
心
に
残
る
学
校
生

活
を
つ
く
る
こ
と

四
、
遅
れ
て
い
る
校
舎
耐
震
工

事
を
進
め
る
こ
と

五
、
食
の
大
切
さ
を
実
感
で
き

る
食
育
に
取
り
組
む
こ
と

◎
後
継
者
や
起
業
家
を
支
援
す
る

な
ど
、
農
業
や
商
工
業
、
観
光
、

新
産
業
を
育
成
し
て
、
地
元
産

業
を
元
気
に
す
る
こ
と

六
、
道
の
駅
構
想
を
推
進
す
る

こ
と

七
、
地
域
農
業
を
活
性
化
す
る

こ
と

八
、
ま
い
・
あ
み
・
ブ
ラ
ン
ド
づ

く
り
に
取
り
組
む
こ
と

九
、
阿
見
学
講
座
・
観
光
ガ
イ

ド
・
阿
見
応
援
大
使
制
度
を

作
る
こ
と

◎
霞
ヶ
浦
の
環
境
を
保
全
し
将
来

の
世
代
に
手
渡
す
こ
と

十
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と

十
一
、谷
津
と
里
山
を
再
生
し
、

環
境
を
守
る
こ
と

十
二
、
記
念
樹
の
森
を
つ
く
る

こ
と

◎
子
供
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
安

全
で
安
ら
ぎ
の
あ
る
ま
ち
を
実

現
す
る
こ
と

十
三
、
生
活
道
路
を
最
優
先
に

整
備
し
、
安
心
安
全
な
阿
見

町
を
つ
く
る
こ
と

十
四
、
デ
マ
ン
ド
交
通
シ
ス
テ

ム
を
導
入
す
る
こ
と

◎
政
治
と
行
政
の
原
点
は
、
住
民

の
命
を
守
り
、
笑
顔
を
ふ
や
す

こ
と

十
五
、
障
碍
者
も
安
心
し
て
住

み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
を
つ
く

る
こ
と

十
六
、
シ
ル
バ
ー
世
代
が
活
躍

で
き
る
ま
ち
を
つ
く
る
こ
と

◎
町
民
の
活
き
活
き
と
し
た
活
動

を
支
援
す
る
こ
と

十
七
、
ス
ポ
ー
ツ
を
振
興
し
、

健
康
日
本
一
の
ま
ち
を
め
ざ

す
こ
と

十
八
、
豊
か
な
人
間
性
を
は
ぐ

く
む
芸
能
や
芸
術
を
振
興
す

る
こ
と

以
上
の
事
柄
を
力
強
く
推
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。

●

地
方
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
経

済
不
況
な
ど
か
ら
税
収
の
伸
び
が

期
待
で
き
ず
、
大
変
厳
し
い
状
況

の
も
と
、
地
域
間
で
の
よ
り
良
い

ま
ち
づ
く
り
競
争
は
、
日
増
し
に

激
し
く
な
っ
て
い
る
中
、
地
域
の

こ
と
は
地
域
で
考
え
、
自
立
し
て
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自
ら
の
道
を
歩
ん
で
い
く
と
い
う

認
識
を
強
く
持
ち
、

「
町
民
の
皆
様
の
意
見
や
要
望

を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
こ

と
」

「
町
民
が
英
知
を
集
め
協
働
の

町
を
つ
く
る
こ
と
」

「
行
政
に
携
わ
る
職
員
の
能
力

を
最
大
発
揮
す
る
こ
と
」

に
全
力
を
傾
注
し
て
ま
い
り
ま
す
。

笑
顔
の
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り

の
実
現
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
の
町

政
を
で
き
る
も
の
は
早
く
、
時
間

の
要
す
る
も
の
は
じ
っ
く
り
と
取

り
組
み
、
積
極
的
に
進
め
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
理
解
・

ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願

い
申
し
上
げ
、
ご
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。

▶
初
登
庁
の
日
に
職
員
か
ら
花
束

を
贈
ら
れ
る
天
田
町
長（
写
真
）
※本ページでは、煩雑さを避けるため、次の漢字のルビを省略しています：▼皆様

さま

方▼改
あらた

めて▼御
お

礼▼
子供

ども

▼障碍
がい

者▼活
い

き活
い

き



4
月
1
日
付
で
、
平
成
22
年
度

町
職
員
の
人
事
異
動
が
発
令
さ
れ

ま
し
た
。
課
長
級
以
上
の
異
動
、

新
規
採
用
職
員
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

課
長
級
以
上
、（　

）
内
は
前
職

【
総
務
部
】
▼
収
納
課
長
湯
原
幸

徳
（
予
科
練
平
和
記
念
館
整
備

推
進
室
長
）

【
民
生
部
】
▼
学
校
区
保
育
所
長

村
野
弘
子
（
二
区
保
育
所
主
任

保
育
士
）

【
生
活
産
業
部
】
▼
商
工
観
光
課

長
鹿
志
村
浩
行
（
県
庁
）

【
都
市
整
備
部
】
▼
都
市
整
備
部

長
横
田
充
新
（
教
育
次
長
）

【
教
育
委
員
会
】
▼
教
育
次
長
竿

留
一
美
（
収
納
課
長
）

▼
総
務
課
鈴
木
淳
▼
企
画
財
政

課
水
野
淳
▼
町
民
課
横
瀬
麻
衣

▼
環
境
課
相
川
洋
平
▼
都
市
計

画
課
草
加
英
利
奈
▼
下
水
道
課

中
山
優
美
▼
中
央
公
民
館
大
澤

陽
太
▼
消
防
本
部
埜
口
義
弘
、

中
島
康
浩

21　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

〈広告欄〉

まちのじんじ・おしらせ

■町民活動センターから
●フラワーアレンジメント講座
▶期日	 5 月 18 日（火）
▶時間	 午前 10時 30分～正午
▶講師	 小林よし子氏
▶募集人数	 20 人（定員で締切）
▶参加料	 1,500円（花器・花材含む）
▶持参品	 はさみ
●えんぴつ画『和田工房』
▶期日	 毎週金曜日
▶時間	 午前 10時～正午
▶講師	 和田泰子氏
▶参加料	 各回 500 円（材料費別）
●パソコン学習会
▶期日	 ▼じっくり納得コース：毎
週第 1・3 水曜日▼テーマ設定コ
ース：毎週第 2・4水曜日▼インタ
ーネットコース：5 月 25日（火）

▶時間	 午前 10時～正午

▶講師	 成田清和氏
▶募集人数	 各 20 人（定員で締切）
▶参加料	 各回 500 円
▶持参品	 ノートパソコンをお持ち
の人はご持参ください
●パソコンなんでも相談室
▶期日	 5 月 9日（日）
▶時間	 午後1時30分～3時30分
▶内容	 初心者を対象とした何でも
相談。購入からインターネットへ
の接続・パソコン利用法・トラブル
解決法・パソコンの掃除方法紹介
ーなど
▶講師	 いばらき IT 普及協議会
▶募集人数	 10 人
▶参加料	 500 円
●阿見おもちゃ病院
▶期日	 5 月 9日（日）
▶時間	 午後 1時～ 3時
▶内容	 プラレール・ミニカー・ラジ
コンカー・電子ゲーム・楽器・人形
ーなど子どものおもちゃを無料
で修理（交換部品代のみ実費負担）
▶講師	 金子隆氏
●申込方法	 電話または直接下記に
申し込む
※場所はすべて町民活動センター
※特に記載がないものは参加無料
●問い合わせ	 町民活動センター☎
888ー2051（月曜日を除く午前
10時～午後 9時）

■阿見町民ゴルフ大会
▶期日	 6 月 22 日（火）
▶場所	 桜ゴルフ倶楽部（稲敷市岡
飯出）
▶参加資格	 町内在住・在勤でアマ
チュアの人
▶競技	 18 ホールストロークプレ
ー。順位は男女とも新ぺリア方式
で決定。アトラクションとして、
ドラコン・ニアピン競技を行います
▶参加料	 ▼参加料：3,000 円▼プ
レー費等：10,000 円（昼食・賞品
代・パーティー費等含む）
▶申込方法	 6 月 6 日（日）午前 9時
～正午の間に、中央公民館 1階
ロビーで申込用紙に必要事項を記
入し、参加料を添えて申し込む。
申込用紙は 5月 30 日（日）から中
央公民館事務所前に備え付けます
▶組合せ表配布	 6 月 13 日（日）午
前 10時から中央公民館 1階事務
所前カウンターで配布
▶問い合わせ	 町体育協会▼事務局
（役場生涯学習課内）☎ 888ー
1111（340）▼ゴルフ部長　宮本
☎ 887ー4119 ▼ゴルフ部事務局
長　伊藤☎ 090ー1436ー8778

お知らせ

	役場
☎ 888ー1111（代表）

Informa
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常陽銀行阿見支店

水戸信用金庫阿見支店

筑波銀行荒川本郷支店

筑波銀行阿見支店

茨城県信用組合阿見支店

常陽銀行荒川沖東支店
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おしらせ

〈広告欄〉

■中途失聴・難聴者のため
の手話講習会
この講習会は、聴覚障害のある人

を対象とした手話講習会です。初級ク
ラスには要約筆記（話の内容をスクリ
ーンに投影）もついていますので、聞
き取れずに話が分からなくて困るとい
うこともありません。今年は読話（口
の動きを読み取る）も取り入れます。
▶期日	 5 月 8 日（土）～平成 23 年
2 月 26 日（土）の毎月第 2・4 土曜
日、全 20回（第 1・3土曜日の時
もあり）
▶場所	 ▼水戸会場：水戸市福祉ボ
ランティア会館（水戸市赤塚）▼
土浦会場：土浦市総合福祉会館（土
浦市大和町）
▶対象	 県内に居住されているおお
むね 18 歳以上の中途失聴・難聴
者およびその家族▼初級：初めて
手話を学ぶ人、または少し経験の
ある人▼中級：初級終了程度の人
▶内容	 ▼手話の知識とコミュニケ
ーション（▽初級：入門からの簡
単な会話▽中級：短文から中文の
会話）▼読話講習▼聴覚障害につ
いての情報保障についてーなど
▶募集人数	 各会場につき、初級
15人・中級 15人
▶費用負担	 テキスト代実費
▶申込方法	 はがきまたはファクシ
ミリに、住所・氏名・ファクシミリ
番号（または電話番号）・年齢・希望
クラス（初級・中級）ーを記入の上、
5月6日（木）までに下記へ申し込む

▶その他	 人数の関係で希望クラス
に入れない場合もあります
▶問い合わせ	 310ー0844 水戸市
住吉町 349ー1 県立聴覚障害者福
祉センター『やすらぎ』☎ 029ー
248ー0029ＦＡＸ 029ー247ー1369

■いばらき就職・生活総合
支援センター出張相談
県では、昨年 6月 1日から『いば

らき就職・生活総合支援センター』に
おいて生活支援相談を実施していま
す。平成 22年度には、各地区就職
支援センターにおいても、月 1回の
出張相談を実施します。
生活支援相談員が、主に以下の相

談内容に対応するとともに、各種制
度の情報提供などを行います（なお、
各種制度の申請受付・交付などは行
っておりません）。
▶期日	 毎月第 4金曜日
▶時間	 午前 9時～午後 4時
▶場所	 県南地区就職支援センター
（土浦市真鍋）
▶相談内容	 ▼生活福祉資金など貸
付制度に関すること▼生活保護制
度などの要件や手続きに関するこ
と▼県営住宅や雇用促進住宅の情
報提供、入居手続きなどに関する
ことーなど
▶相談料	 無料
▶問い合わせ	 県労働政策課雇用促
進対策室☎029ー301ー3645▼ホ
ームページ：http://pref.ibaraki.
jp/bukyoku/syoukou/rosei/

■（社）阿見町シルバー人材
センターから

●入会説明会開催　当センターの趣
旨に賛同し、健康で働く意欲のあ
る町内在住の 60歳以上の人が対
象（入会承認制）
▶日時	 5 月 18 日（火）（毎月第 3火
曜日開催）午前 10時から
▶場所	 （社）阿見町シルバー人材セ
ンター（総合保健福祉会館『さわ
やかセンター』別館）

●『マイホームのミニ営繕』引き受
けます　マイホームの床・壁の補
修、軽易な大工仕事、ふすま・障子・
網戸の張り替え、家の雑役、庭木
のせん定、草刈り、草取りーな
どを行います。お気軽にご相談く
ださい。
●問い合わせ	 （社）阿見町シルバー
人材センター☎ 888ー2036

阿見棋友会から

■『さわやか将棋大会』参
加者募集

▶日時	 5 月 9日（日）▼受付：午前 9
時から▼対局：10 時から▼解散：
午後 5時
▶場所	 中央公民館 2階和室
▶参加料	 ▼一般：1,500 円▼会員：
1,000円▼中学生以下：600円（食
事代含む）
▶問い合わせ	 阿見棋友会　野口☎
887ー6581

■『霞ヶ浦駐屯地開設57
周年記念行事』開催

▶期日	 5 月 16 日（日）
▶時間	 午前 9時～午後 4時
▶場所	 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地
（土浦市右籾）
▶内容	 ▼記念式典▼トロッコ運
行▼空てい降下▼警備犬展示▼
野外コンサート▼装備品展示▼
装備品試乗（抽選で約 200 人）▼
ヘリ飛行展示▼ヘリ地上滑走（抽
選で約 500 人）▼常陸陣太鼓▼
高等工科学校儀じょうドリル　
※一般開放の時間、また、荒天
時はイベントの一部を変更する
場合があります
▶問い合わせ	 陸上自衛隊霞ヶ浦駐
屯地広報班☎ 842ー1211（2218）
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おしらせ

〈広告欄〉

■おわびと訂正
●『平成 22 年度健康診査・予防接
種予定表』
3 月末から各家庭に配布しました

『平成 22年度健康診査・予防接種予
定表』の表中に以下の誤りがありま
した。おわびして訂正します。
▼『総合健診』の欄および『住民健診』
の欄で『⑧肝炎ウイルス検査（700
円）』とあるのは、正しくは『⑧肝
炎ウイルス検査（800 円）』です
▼『住民健診』の欄で『①成人健康
づくり健診（1,100 円）』とあるの
は、正しくは『①成人健康づくり
健診（1,000 円）』です
▶問い合わせ	 健康づくり課（総合
保健福祉会館内）☎ 888ー2940

●『広報あみ』4月号通常版
『広報あみ』4月号通常版 14ペー
ジ下段の太字部分で、3か所、『MPO
法人』とあるのは『NPO法人』の誤
りです。おわびして訂正します。
▶問い合わせ	 秘書課広報係☎ 888

ー1111（283）

■人権擁護委員による『全国
一斉特設人権相談』実施
昭和 24年 6月 1日に人権擁護委
員法が施行されました。

そこで、法務省と全国人権擁護委
員連合会は、毎年 6月 1日を『人権
擁護委員の日』と定め、人権擁護委
員制度の周知と人権尊重思想の普及
高揚を呼びかけています。
人権擁護委員は、地域住民の人権
が侵害されないように常に注意を払
い、もし人権が侵害されたときは、
その相談を受け、被害救済のために
速やかに適切な処理を行います。
また、人権の大切さについて、街
頭啓発や講演会などを通じて、理解
を深めてもらうための活動にも努め
ています。
全国人権擁護委員連合会では、6
月 1 日に『全国一斉特設人権相談』
を実施し、全国的に人権擁護委員
の周知を図ります。県人権擁護委
員連合会でも『人権擁護委員の日』
にちなみまして、下記のとおり、
特設人権相談を実施することとし
ました。地元の人権擁護委員が、人
権問題等でお困りの人のご相談を受
け付けます。
▶期日	 6 月 3日（木）
▶時間	 午前 10時～午後 3時
▶場所	 役場 3階 305 会議室
▶問い合わせ	 総 務 課 ☎ 888 ー
1111（216）

■国保年金課から
●国民健康保険税の軽減
平成21年3月31日以降に倒産・
解雇などの事業主の都合による離職
や、雇用期間満了により再雇用され
ない雇い止めなどによる離職をされ
た人（雇用保険の特定受給資格者また
は特定理由離職者）は、平成22年度
以降の国民健康保険税が軽減になる
場合があります。詳しくは広報あみ
通常版6月号でお知らせいたします。

●遺族年金などの受給者や無収入の
人も申告を！
高額療養費は、前年度の年間所得
に応じて自己負担限度額が ▼上位
所得者 ▼一般▼住民税非課税世帯
ーなどに区分されています。制度
上、確定申告や町民税申告をしてい
ない国保加入世帯は、上位所得者扱
いになります。このため、高額療養
費の支給額が少なくなったり、支給
を受けられなかったりする場合があ
ります。また、70～ 74 歳の人は、
診療などを受ける際の自己負担割合
が判定できないほか、入院時の限度
額適用や食事療養費の標準負担額減
額認定の適用が受けられない場合が
ありますので、ご注意ください。
このようなトラブルを避けるた
め、遺族年金など非課税となる年金
を受給している人や無収入などの人
も、所得申告をお願いします。
●問い合わせ	 国保年金課国保係☎
888ー1111（131 ～ 133）

■自動車税の納税は 5 月
31日までに
自動車税は、毎年4月1日現在の
自動車の登録（車検証）上の所有者（割
賦販売契約の場合は使用者）に課税
されます。納税通知書が届きました
ら、納期限の5月 31日（月）までに、
お近くのコンビニエンスストア・金
融機関・郵便局、または県税事務所
の窓口で納付してください。自動車
税の納付場所は、自動車税納税通知
書の裏面に記載されています。
▶問い合わせ	 県土浦県税事務所収
税第二課☎ 822ー7208（土・日・
祝日を除く午前 8時 30分～午後
5時 15 分／電話が混み合い、つ
ながりにくいことがあります）

お知らせ

	役場
☎ 888ー1111（代表）

Informa
tion
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●入館状況
入館者数　18,032 人（平成 22年 2月～ 3月分）
2 月 2日のオープンから 3月末日までに、町民を初
め、全国から多くの来館者をお迎えしました。

●予科練平和記念館への寄附金の受入状況
▼申込件数：2,194 件▼申込金額：58,455,844 円

（平成 22年 3月末日現在）
この寄附金は、町内の皆さまを初め、全国の多くの
人々からたくさんのご協力をいただいたものです。
予科練平和記念館事業のために有効、適切に使用さ
せていただきます。また、継続して募集しておりま
すので、ご協力をお願いいたします。

●予科練平和記念館のホームページを開設しました
スタッフによるブログも同時に開設し、記念館の日
常のひとこまや季節の移り変わりなどを不定期に更
新しています。

5 月の連休も開館しています
●観覧の感想（来館者アンケートから）
▼ 6室の映像展示は空襲体験者による証言が生々し
く戦争の厳しさが伝わってきた。（男性 20歳代）
▼戦争は絶対にやってはならないと若い人達にも伝
えていかなければと思います。（女性 60歳代）

これまで観覧者の多くの皆さんから、さまざまなご
意見ご感想をいただいております。こうした声を今
後の運営に役立てていきたいと考えております。

●ご利用ガイド
休館日　　毎週月曜日（祝日の場合は翌日休館）
開館時間　午前 9時～午後 5時（入館は午後 4時

30分まで）
観覧料　　大人 500円（400 円）、小中高生 300円

（240 円）※（	）内は 20人以上
※町内在住の小中学生や障害者手帳をお持ちの人な
どは、観覧料が無料になります

●問い合わせ　予科練平和記念館　☎891-3344
ホームページ　http://www.town.ami.ibaraki.jp/yokaren/index.html

交通事故発生状況　3月（前月比）
消防本部調べ	 軽　　傷	　11人（＋ 5)
出場件数　14件（＋ 4）	 中　　傷	　 2人（＋ 1)
	 重　　傷	　 1人（＋ 1)
	 死　　亡	　 0人（± 0)
	 合　　計　14人（＋ 7)

●人口と世帯●
●総人口　47,744 人 （－ 25）
●男　性　23,620 人 （＋ 8）
●女　性　24,124 人 （－ 33）
●世帯数　18,070 世帯（＋ 29）

▽ 4月 1日現在▽常住人口ベース▽（　）内は前月比▽総務課調べ

5 月の納税等
軽自動車税（全期）
納期限 5月 31日（月）

6月の納税等
町県民税（1期）
国民健康保険税（2期）
介護保険料（2期）
納期限 6月 30日（水）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります

人権相談／行政相談　日時：5月6日（木）6月3日（木）
午前 10時～午後 3時／場所：役場 3階 305 会議室

問い合わせ	 総務課☎ 888ー1111（216）
子育て相談　日時：月～金曜日午前 9時～午後 4時／
場所：中郷保育所内／訪問相談随時受付

問い合わせ	 地域子育て支援センター☎ 891ー2772
教育相談　日時：火～金曜日午前 9時～午後 3時／
場所：図書館となり

問い合わせ	 教育相談センター☎ 888ー1225
心配ごと相談　日時：水曜日午後1時～4時／弁護士
相談：月1回午後1時～3時30分［毎週水曜日の心配
ごと相談にて要予約］／場所：総合保健福祉会館相談室

問い合わせ	 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
結婚相談　日時：第 2・第 4土曜日午後 1時～ 4時／
場所：総合保健福祉会館相談室

問い合わせ	 町社会福祉協議会☎ 887ー0084
高齢者総合相談　日時：月～金曜日午前 8時 30 分
～午後 5時 30分／場所：町社会福祉協議会内

問い合わせ	 町地域包括支援センター☎ 887ー8124
消費者相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午後
1時～ 4時／場所：役場 1階町消費生活センタ−

問い合わせ	 町消費生活センタ−☎ 888ー1871
交通事故相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午・午
後 1時～ 4時 45 分／弁護士相談：水曜日午後 1時～
4時［要予約］／場所：県土浦合同庁舎

問い合わせ	 県南地方交通事故相談所☎ 823ー1123

●定例相談●

※	救急車の適正な利用を
お願いします
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